
みんなの市税・74んなの市税

軽自動車税

1．軽自動車税（種別割）のかかる人（納税義務者）

2．  軽自動車税（種別割）税額

ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下（定格出力が0.25kwを超え0.6kw
以下）のもののうち、車室を備えるもの又は輪距が0.5mを超えるものをいいます。ただし、
車室の側面が構造上開放されていて、かつ、輪距が0.5m以下の三輪（屋根付三輪）は除かれます。

区　　　　　　　　分

総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの

三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの（ミニカー*）
定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの

軽 二 輪（総排気量が125ccを超え250cc以下のもの）

農耕用（コンバイン及びトラクタなどで乗用装置のあるもの）

その他（フォークリフト、ショベルローダーなど）

自動二輪（総排気量が250ccを超えるもの）

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

2,400円

5,900円

6,000円

小型特殊
自動車

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

○原動機付自転車、軽二輪、自動二輪及び小型特殊自動車

税率（年税額）

総排気量が50cc以下のもの（ミニカー*除く）
定格出力が0.6kw以下のもの

　軽自動車税（種別割）の納税義務者は、毎年４月１日（賦課期日）現在、市内に主たる定
置場（駐車場等）がある軽自動車等を所有している人です。したがって、４月１日に所有
していれば、４月２日以降に廃車・譲渡をしてもその年度分の軽自動車税（種別割）を
納めていただくことになります。

　軽自動車税には、環境性能割と種別割があります。
　環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税で、県が賦課
徴収を行います。新車・中古車を問わず、取得価額が５０万円を超えるものが
対象です。
　種別割は、三輪以上の軽自動車のほか、原動機付自転車、軽二輪、自動二輪
及び小型特殊自動車（これらを軽自動車等といいます。）を所有している人に
かかる税です。

軽自動車税（種別割）

みんなの市税・74・みんなの市税

軽自動車税

1．軽自動車税（種別割）のかかる人（納税義務者）

2．  軽自動車税（種別割）税額

＊ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下（定格出力が0.25kwを超え0.6kw
以下）のもののうち、車室を備えるもの又は輪距が0.5mを超えるものをいいます。ただし、
車室の側面が構造上開放されていて、かつ、輪距が0.5m以下の三輪（屋根付三輪）は除かれます。

区　　　　　　　　分

車
転
自
付
機
動
原 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの

総排気量が125cc以下かつ
最高出力が4.0kw以下（新基準原付）

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの

三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの（ミニカー*）
定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの

軽 二  輪（総排気量が125ccを超え250cc以下のもの）

農耕用（コンバイン及びトラクタなどで乗用装置のあるもの）

その他（フォークリフト、ショベルローダーなど）

自動二輪（総排気量が250ccを超えるもの）

2,000円

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

2,400円

5,900円

6,000円

小型特殊
自動車

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし
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○原動機付自転車、軽二輪、自動二輪及び小型特殊自動車

税率（年税額）

総排気量が50cc以下のもの（ミニカー*除く）
定格出力が0.6kw以下のもの（特定小型原動機付自転車含む）

　軽自動車税（種別割）の納税義務者は、毎年４月１日（賦課期日）現在、市内に主たる定
置場（駐車場等）がある軽自動車等を所有している人です。したがって、４月１日に所有
していれば、４月２日以降に廃車・譲渡をしてもその年度分の軽自動車税（種別割）を
納めていただくことになります。

　軽自動車税には、環境性能割と種別割があります。
　環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税で、県が賦課
徴収を行います。新車・中古車を問わず、取得価額が５０万円を超えるものが
対象です。
　種別割は、三輪以上の軽自動車のほか、原動機付自転車、軽二輪、自動二輪
及び小型特殊自動車（これらを軽自動車等といいます。）を所有している人に
かかる税です。

軽自動車税（種別割）

●都市計画税
●軽自動車税
●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

みんなの市税・74



・みんなの市税75 みんなの市税・74

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

・平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両（初めて車両番号の指定を受け
た車両）は、最初の新規検査から13年までは旧税率のままです。
・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両（電気自動車等を除く）
は、平成28年度から次の表の経年重課の税率が適用されています。

・対象車及び軽減される割合

四輪以上のもの

総排気量が660cc
以下のもの（　　　　　）

区　　　　　　　　分

税　　率　（ 年 税 額 ）

3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

4,600円

8,200円

12,900円

4,500円

6,000円

○三輪以上の軽自動車

三輪で総排気量が660cc以下のもの

乗　用

貨　物

営業用

自家用

営業用

自家用

平成27年3月31日
以前に最初の新規
検査をした車両

平成27年4月1日
以降に最初の新規
検査をした車両

最初の新規検査か
ら13年を経過した
車両（経年重課）

乗　用 貨　物 軽減の割合

約75％軽減

約50％軽減

約25％軽減

電気自動車・天然ガス自動車等 電気自動車・天然ガス自動車等

かつ、令和2年度燃費基準達成車

かつ、令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準－10％達成車

令和12年度燃費基準－30％達成車

＊約50％・約25％軽減の対象は、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成17年
＊網掛け部分については、営業用の乗用車に限ります。

排出ガス基準値比75％低減達成又は平成30年排出ガス基準値比50％低減達成の車両に限
ります。
＊天然ガス自動車は、平成21年排出ガス基準値比でNOx（窒素酸化物）10％低減又は平成３0
年排出ガス基準に適合した車両に限ります。
＊各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

○環境負荷の小さな車両の税率（グリーン化特例）について
・グリーン化特例（軽課）は、四輪の軽自動車で、一定の基準（燃費性能等）を満た
すものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置で
す。

・みんなの市税75



んなの市税 みんなの市税・74

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

区　　　　　　　　分
税　　率　（ 年 税 額 ）

約25％軽減 約50％軽減 約75％軽減

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

1,000円

1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

乗　用

貨　物

営業用

自家用

営業用

自家用

電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス規制NOx10％以上低減又は平
成30年排出ガス規制適合）
用：令和2年度燃費基準+30％達成車

貨 物：平成27年度燃費基準+35％達成車
乗 用：令和2年度燃費基準+10％達成車
貨 物：平成27年度燃費基準+15％達成車
（2）、（3）についてはガソリンを内燃機関の燃料とし、平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）
又は平成30年排出ガス基準50％低減達成の車両に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及
びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

輪で総排気量が660cc以下のもの

四輪以上のもの

総排気量が660cc
以下のもの（　　　　　）

・軽減後の税率

＊令和3年4月以降に取得した場合は、乗用かつ営業用の車両に限り約50％・約25％軽減が
適用されます。

（網掛け部分には適用されません。）

・みんなの市税75 みんなの市税・74

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

区　　　　　　　　分
税　　率　（ 年 税 額 ）

約25％軽減 約50％軽減 約75％軽減

5,200円 3,500円 1,800円

2,700円

1,000円

1,300円

乗　用

貨　物

営業用

自家用

営業用

自家用

【注】
（1）

（2）

（3）

【注２】

電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス規制NOx10％以上低減又は平
成30年排出ガス規制適合）
乗 用：令和2年度燃費基準+30％達成車
貨 物：平成27年度燃費基準+35％達成車
乗 用：令和2年度燃費基準+10％達成車
貨 物：平成27年度燃費基準+15％達成車
※（2）、（3）についてはガソリンを内燃機関の燃料とし、平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）
又は平成30年排出ガス基準50％低減達成の車両に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及
びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除きます。

四輪以上のもの

総排気量が660cc
以下のもの（　　　　　）

・軽減後の税率

●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

●市税の種類

第2章　市税のあらまし

みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

みんなの市税・76



みんなの市税・76・みんなの市税

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし
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　以下の車両は下記の場所で手続きしていただくことになります。詳しくはそれぞれ
の申告先へお問い合わせください。

自動二輪
（250ccを超える）

佐賀運輸支局
佐賀市若楠2丁目7-8
☎050-5540-2082

軽自動車検査協会
佐賀事務所
佐賀市若楠2丁目10-8
☎050-3816-1754

軽二輪
（250cc以下）

軽三輪
軽四輪

車　　　種 申　　告　　先

国道34号線

Max
Value
若楠店

佐賀運輸支局

軽自動車
検査協会
佐賀事務所

佐賀北
郵便局

NTT
高木瀬
分　局

JR佐賀駅

←武雄 鳥栖→

SAGA
サンライズパーク

岡
福
↑

3． 申告

　軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告にもとづいて判断し
ます。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車
等を廃車や譲渡売却した場合には30日以内に、次の場所へ申告してください。

車　種

原動機付
自 転 車

小型特殊
自 動 車

市役所3階
市民税課

登録

転入

譲渡

購入 本人確認書類・販売証明

本人確認書類・譲渡証明
ナンバープレート（他市町村のものがついている場合）

本人確認書類
ナンバープレート（他市町村で廃車手続きが済んでいない場合）

申 告 先 申告の内容

本人確認書類・ナンバープレート廃車（転出）

本人確認書類・販売証明又は譲渡証明車 体 変 更

必　　要　　な　　も　　の

国道
263
号線

◎市役所での申告が必要な車両

◎市役所以外での申告が必要な車両

みんなの市・みんなの市税
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　以下の車両は下記の場所で手続きしていただくことになります。詳しくはそ
の申告先へお問い合わせください。

自動二輪
（250ccを超える）

佐賀運輸支局
佐賀市若楠2丁目7-8
☎050-5540-2082

佐賀県軽自動車協会
佐賀市若楠2丁目10-7
☎30-8442

軽二輪
（250cc以下）

軽三輪
軽四輪

車　　　種 申　　告　　先

国道34号線

Max
Value
若楠店

佐賀運輸支局

佐賀県
軽自動車協会

佐賀北
郵便局

NTT
高木瀬
分　局

JR佐賀駅

←武雄

SAGA
サンライズパーク

岡
福
↑

3． 申告

　軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告にもとづいて
ます。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽
等を廃車や譲渡売却した場合には30日以内に、次の場所へ申告してください。

車　種

原動機付
自 転 車

小型特殊
自 動 車

市役所3階
市民税課

登録

転入

譲渡

購入 本人確認書類・販売証明

本人確認書類・譲渡証明
ナンバープレート（他市町村のものがついている場合）

本人確認書類
ナンバープレート（他市町村で廃車手続きが済んでいな

申 告 先 申告の内容

本人確認書類・ナンバープレート廃車（転出）

本人確認書類・販売証明又は譲渡証明車 体 変 更

必　　要　　な　　も　　の

◎市役所での申告が必要な車両

◎市役所以外での申告が必要な車両

・みんなの市税77
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●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

5． 減免

　身体障がい者等本人又は同一世帯の親族が所有する軽自動車などは、申請にもとづ
き減免される場合があります。ただし、減免は身体障がい者等1人につき1台に限られ
ます。自動車税（種別割）の減免を受けている人は受けられません。
　新たに申請される方は、納期限までに市民税課で手続きをしてください。
（土日を除く）

【注意】
　障がいの内容、程度によっては減免の対象にならない場合がありますので、
お問い合わせのうえお越しください。

手続きに必要なもの

・納税通知書（納付前のもの）

・身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等

・運転免許証

・本人運転以外の場合は使用目的の証明書（通院証明書等）

・個人番号カード又は個人番号が確認できるもの

4． 納税の方法

　自動二輪及び軽三輪・軽四輪には車検があります。車検を受けるときに必要な納税
証明書は納税通知書に付いていますのでご利用ください。（領収印がなければ無効
です。）
　再発行の場合は市役所市民税課又は各支所市民サービスグループに車検証（写し
可）をお持ちください。
　なお、金融機関で納付された後、2週間以内に再発行を希望される場合は、納付の
確認のため、領収証書をお持ちください。

軽自動車税（種別割）継続検査用納税証明書

　軽自動車税（種別割）は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに
納めてください。

、軽自動車税（種別割）には月割課税制度はありません。したがって、4月2日
以降に廃車の手続きをした場合は、その年度分の税金は全額納めていただくことにな
ります。
　また4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度分の税金はかかり
ません。

●軽自動車税
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5． 減免

【注意】
　障がいの内容、程度によっては減免の対象にならない場合がありますので、
お問い合わせのうえお越しください。

手続きに必要なもの

・納税通知書（納付前のもの）

・身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等

・運転免許証

・本人運転以外の場合は使用目的の証明書（通院証明書等）

・個人番号カード又は個人番号が確認できるもの
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4． 納税の方法

　自動二輪及び軽三輪・軽四輪には車検があります。車検を受けるときに必要な納税
証明書は納税通知書に付いています（口座振替の方を除く）のでご利用ください。
（領収印がなければ無効です。）
　再発行の場合は市役所市民税課又は各支所市民サービスグループに車検証（写し
可）をお持ちください。
　なお、金融機関で納付された後、2週間以内に再発行を希望される場合は、納付の
確認のため、領収証書をお持ちください。

●軽自動車税（種別割）継続検査用納税証明書

　軽自動車税（種別割）は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに
納めてください。
　なお、軽自動車税（種別割）には月割課税制度はありません。したがって、4月2日
以降に廃車の手続きをした場合は、その年度分の税金は全額納めていただくことにな
ります。
　また4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度分の税金はかかり
ません。

●市税の種類
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

　身体障がい者等本人又は同一世帯の親族等が所有する軽自動車などは、申請にもと
づき減免される場合があります。ただし、減免は身体障がい者等1人につき1台に限ら
れます。自動車税（種別割）の減免を受けている人は受けられません。
　新たに申請される方は、納期限までに市民税課で手続きをしてください。
（土日を除く）

令和5年1月から軽自動車納税確認システム（軽JNKS）が運用開始され、三輪
以上の軽自動車税（種別割）の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認
できるようになりました。これにより、車検（継続検査）時の継続検査用納税証明
書の提示が原則不要になりました。
○注意事項
・納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
　納付後すぐに継続検査（車検）を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビ
ニ等でお支払いいただき、納税通知書（口座振替の方を除く）に添付された継
続検査用納税証明書に領収日付印が押印されたものをご提示ください。

5． 減免

【注意】
　障がいの内容、程度によっては減免の対象にならない場合がありますので、
お問い合わせのうえお越しください。

手続きに
必要なもの

・納税通知書（納付前のもの）

・身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等

・運転免許証（運転者のもの）

・個人番号カード又は個人番号が確認できるもの（納税義務者のもの）

●軽自動車税（種別割）継続検査用納税証明書

　身体障がい者等本人又は同一世帯の親族等が所有する軽自動車などは、申請にもと
づき減免される場合があります。ただし、減免は身体障がい者等1人につき1台に限ら
れます。自動車税（種別割）の減免を受けている人は受けられません。
　新たに申請される方は、納期限までに市民税課で手続きをしてください。
（土日を除く）

みんなの市税・78



　私は令和7年度の軽自動車税（種別割）を5月末に納めましたが、8月に
軽自動車を廃車しました。年度途中で廃車した場合、軽自動車税（種別
割）はいくらか戻ってくるのでしょうか。

　軽自動車税（種別割）の納税義務者は、毎年4月1日現在で軽自動車等を
所有している人です。したがって、あなたの場合、8月に軽自動車を
廃車していても、4月1日現在は所有されていますので、今年度まで軽
自動車税（種別割）はかかることになります。
　また軽自動車税（種別割）は、月割の還付はありません。

みんなの市税・78・みんなの市税

A.

年度途中で廃車した場合の税金は？

　去年盗難にあい、バイク（原動機付自転車）もナンバープレートもあ
りません。どうすればよいでしょうか。

　まず警察に盗難届を出してください。その後、市民税課でバイクの
廃車手続きをしてください。手続きをしないと来年度以降も税金がか
かります。
　また、4月1日以前に盗難にあい盗難届を出されている場合、課税を取
り消すことができる場合もありますので、盗難届出証明をお持ちになり
手続きをしてください。

A.

盗難にあった場合の手続きは？

　私は、Ａ市から佐賀市に転入してきました。50ccのバイクを持ってい
るのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

A.

佐賀市に転入してきた場合の手続きは？

●軽自動車税
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Q.

Q.

Q.

ご質問にお答えします。
uestion

nswerQ A
uestion

nswerQ A&

　転入された場合は、バイクの主たる定置場のある佐賀市のナンバー
プレートの交付を受けていただく必要があります。
　A市のナンバープレートをお持ちになり、市民税課で登録手続きを
してください。

・みんなの市税79



みんなの市税・76んなの市税

●軽自動車税

第2章　市税のあらまし

1．軽自動車税（環境性能割）の税率

　令和元年10月1日から、自動車取得税（県税）が廃止され、環境性能割が導入され
ました。
　環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得さ

両（取得価額５０万円を超えるもの）に対して課税され、当分の間は県が賦課
徴収をします。

区　　　　分

非課税

非課税

1.0%

2.0%

2.0%

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・
プラグインハイブリッド車等

令和12年度燃費基準75％以上達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準60％以上達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準55％以上達成車

上記以外の軽自動車（三輪以上）

ガソリン車・
ハイブリッド車等

非課税

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

税率（自家用）税率（営業用）

軽自動車税（環境性能割）

ガソリン車・ハイブリッド車については、平成 17 年排出ガス基準値比 75％低減達成
車（★★★★）または平成 30 年排出ガス基準値比 50％低減達成車（★★★★）に限り
ます。
令和 3 年 12 月 31 日までの間に自家用の乗用車を取得した場合は、上記の税率から
1.0％分が軽減されます。

みんなの市税・76・みんなの市税
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1．軽自動車税（環境性能割）の税率

　令和元年10月1日から、自動車取得税（県税）が廃止され、環境性能割が導入され
ました。
　環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得さ
れた車両（取得価額５０万円を超えるもの）に対して課税され、当分の間は県が賦課
徴収をします。

軽自動車税（環境性能割）

＊ガソリン車・ハイブリッド車については、平成 17 年排出ガス基準値比 75％低減達成
車（★★★★）または平成 30 年排出ガス基準値比 50％低減達成車（★★★★）に限り
ます。

●市税の種類
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※
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みんなの市税・10

市税の種類

現在、市民の皆さんに納めていただいている市税は、大きく分けて普通税と目的
税に分けることができ、大部分が普通税です。

普通税とは

目的税とは

納められた税金の使いみちがどのような事業の経費にも
あてることができる税金です。

その使いみちが特定の目的または事業に必要な経費に
あてるよう定められている税金です。

普　通　税

市　民　税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入　湯　税

都市計画税
目　的　税

市　　　税

鉱　産　税

特別土地保有税

※平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施していません。

※

非課税

非課税

2.0%

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車

令和12年度燃費基準80％達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準70％達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

乗用車

2.5t以下
トラック

ガソリン車・
ハイブリッド車等

非課税

非課税

非課税 非課税

1.0%

1.0%
令和12年度燃費基準75％達成かつ
令和2年度燃費基準達成車 0.5%

1.0%

2.0%

2.0%

令和4年度燃費基準105%達成

令和4年度燃費基準達成

令和4年度燃費基準95%達成

上記以外

ガソリン車・
ハイブリッド車等 0.5%

1.0%

2.0%

区　　　　分 税率
（自家用）

税率
（営業用）

みんなの市税・80


